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第三者割当増資の結果に関するお知らせ 

 

 平成 28年 11月４日及び平成 28年 11月 18日開催の当社取締役会において決議いたしました当

社普通株式 339,000 株の第三者割当増資による募集株式発行につきまして、割当先であるみずほ

証券株式会社より当社普通株式 339,000 株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせ

いたします。 

当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴う公募による募集株式の

発行及び引受人の買取引受による株式売出しに関連して、みずほ証券株式会社を売出人として、

当社普通株式 339,000 株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を

行いました。 

本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である

桑原豊及び株式会社桑原トラストより借入れた当社普通株式の返還を目的として、みずほ証券株

式会社に対し行われるものです。 

 

記 

１．募集株式の発行概要 

（１） 募集株式の種類及び数 当社普通株式 339,000株 

（２） 払込金額 １株につき 金 484.50円 

（３） 払込金額の総額  164,245,500円 

（４） 割当価格 １株につき 金 579.60円 

（５） 割当価格の総額  196,484,400円 

（６） 増加する資本金及び 

資本準備金に関する事項 

増加する資本金１株につき 

増加する資本準備金１株につき 

     金 289.80円 

    金 289.80円 

（７） 割当先及び割当株式数 みずほ証券株式会社     339,000株 

（８） 申込期日 平成 28年 12月 26日（月曜日）  

（９） 払込期日 平成 28年 12月 27日（火曜日）  

（10） 申込株数単位  100株 

※ 上記のうち払込金額並びにその総額は、会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額とその総額であり、割

当価格並びにその総額は、東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴う公募による募集株式発行並びに引受

人の買取引受による売出しの引受価額と同額の価格とこれに基づく総額です。 



 

２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移 

平成 28年 12月 21日現在の発行済株式総数（注） 9,749,561株  

（現在の資本金 806,650,975円） 

増資による増加株式数 339,000株  

（増加資本金 98,242,200円） 

増資後の発行済株式総数 10,088,561株  

（増資後の資本金 904,893,175円） 

（注）上場日（平成 28年 12月 7日）以降、平成 28年 12月 21日現在までに新株予約権（ストッ

ク・オプション）の行使が行われたことに伴い、発行済株式総数が 5,700株、資本金の額が

729,600円増加しております。 

 

３．手取金の使途 

今回の第三者割当増資による手取概算額 196,484 千円については、公募による募集株式発行に

よる手取概算額 822,828 千円と合わせた、合計手取概算額 1,019,312 千円について、平成 28 年

11 月 29 日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、基幹業務システムの開

発及び既存システムの改修、コールセンター及びオフィスの拡充、新たな保証商品の開発に係る

開発販売用資金及び代位弁済資金等に充当する予定であります。 

具体的には以下の使途に充当する予定であります。 

①基幹業務システムの開発及び既存システムの改修に 405,000 千円（平成 29 年３月期：5,000

千円、平成 30年３月期：54,200千円、平成 31年３月から平成 33年３月期：345,800千円） 

②コールセンター及びオフィスの拡充に 129,332千円（平成 30年３月期：103,832千円、平成

31年３月期：25,500千円） 

③新たな保証商品の開発に係る開発販売用資金及び代位弁済資金等に 156,600千円（平成 30年

３月期：79,800千円、平成 31年３月期：76,800千円） 

残額につきましては、人件費等の運転資金に充当する予定であります。 

なお、上記調達資金については、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で

運用していく方針であります。 

 

以 上 

 


